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10
月
１
日
か
ら
新
し
い
市
内
交
通
サ
ー
ビ
ス

「
デ
マ
ン
ド
交
通
」
と
「（
仮
称
）
本
庄
シ
ャ
ト
ル
便
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
！

本
庄
市
交
通
政
策
協
議
会
で
は
、
昨
年
度
「
本
庄
市
総
合
交
通
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
計
画
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
利
用
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
公
共
交
通
の
実
現
に
向
け
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調

査
結
果
な
ど
か
ら
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

市
で
は
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
現
在
運
行
し
て
い
る
「
市
内
循
環
バ
ス
」
及
び
「
い
ず
み
号
」
を
９
月
末
で
終
了
し
ま
す
。

そ
れ
に
替
わ
り
、
新
た
に
市
内
を
⑴
本
庄
北
地
域
、
⑵
本
庄
南
地
域
、
⑶
児
玉
市
街
地
、
⑷
児
玉
山
間
地
域
の
４
地
域
に

分
け
た
「
デ
マ
ン
ド
交
通
」
と
「（
仮
称
）
本
庄
シ
ャ
ト
ル
便
」
を
10
月
１
日
㈫
か
ら
実
証
運
行
し
ま
す
。

実
証
運
行
で
は
、
乗
降
の
デ
ー
タ
収
集
を
行
い
、
よ
り
よ
い
運
行
が
で
き
る
よ
う
に
検
証
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

新
し
い
市
内
交
通
サ
ー
ビ
ス
を
市
民
の
み
な
さ
ん
に
分
か
り
や
す
く
お
伝
え
す
る
た
め
、
広
報
ほ
ん
じ
ょ
う
９
月
号
ま
で

４
か
月
に
わ
た
り
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

　デマンド交通の予約センターの電話番号や受
付方法、（仮称）本庄シャトル便の時刻表など、
新しい市内交通サービスの詳しい内容は、決ま
りしだい広報等でお知らせする予定です。
　来月号では、デマンド交通の予約方法と料金
についてお知らせします。

　（仮称）本庄シャトル便は、「本庄駅」と「本
庄早稲田駅」を車両（９人乗り程度のワゴン
車）で定期運行します。
　車両で両駅間を結ぶことにより、周辺に立
地する商業施設や医療施設などへのアクセス
の利便性が向上します。また、鉄道や路線バ
スなどの公共交通間の乗り継ぎが可能となり、
安定した公共交通サービスを提供できます。

　利用者の予約がある時にだけ車両を運行す
る方式で、利用者は電話で利用日・時刻・ど
こからどこまで行きたいのか、などを予約し
ます。予約が確定したら約束の場所から乗車
し、目的地へ向かうシステムです。
　デマンド交通は、利用者の予約がある時に
だけ運行するため、効率的に運行できます。
また、多様なニーズに対して、きめ細かな移
動手段を提供することができます。

（仮称）本庄シャトル便ってなに？ デマンド交通ってなに？

⑷児玉山間地域デマンド（ワゴン車）
　サービス範囲が長いため、おおむね
の時刻表に基づく運行を行います。
　本庄地域へは、児玉駅周辺市街地か
ら路線バスをご利用ください。
　朝夕は、本泉地区中学生の通学バス
としても運行します。

⑴本庄北地域デマンド（ワゴン車）
　おおむね高崎線以北の本庄地域を運行します。
　朝夕は、上仁手地区小学生の通学バスとして
も運行します。
※エリア外ですが、「本庄市保健センター」と「中
央公民館」には運行します。

（仮称）本庄シャトル便（ワゴン車）
　路線定期運行で本庄駅と本庄早稲田
駅の間を結びます。

このエリアは、
本庄北・本庄南
地域のデマンド
の両方が運行
します。
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新しい市内交通サービス
の愛称を募集!!

　デマンド交通の予約センターの電話番号や受
付方法、（仮称）本庄シャトル便の時刻表など、
新しい市内交通サービスの詳しい内容は、決ま
りしだい広報等でお知らせする予定です。
　来月号では、デマンド交通の予約方法と料金
についてお知らせします。

　（仮称）本庄シャトル便は、「本庄駅」と「本
庄早稲田駅」を車両（９人乗り程度のワゴン
車）で定期運行します。
　車両で両駅間を結ぶことにより、周辺に立
地する商業施設や医療施設などへのアクセス
の利便性が向上します。また、鉄道や路線バ
スなどの公共交通間の乗り継ぎが可能となり、
安定した公共交通サービスを提供できます。

　利用者の予約がある時にだけ車両を運行す
る方式で、利用者は電話で利用日・時刻・ど
こからどこまで行きたいのか、などを予約し
ます。予約が確定したら約束の場所から乗車
し、目的地へ向かうシステムです。
　デマンド交通は、利用者の予約がある時に
だけ運行するため、効率的に運行できます。
また、多様なニーズに対して、きめ細かな移
動手段を提供することができます。

今後のお知らせは

　どうなるの？

　10月１日㈫から運行する「デマンド交通（市街地部及び
児玉山間地域）」と「（仮称）本庄シャトル便（本庄駅～本
庄早稲田駅）」の愛称を募集します。
　たくさんの人に利用され、親しみの持てる愛称をふるっ
てご応募ください。
募集期間　６月３日㈪～７月３日㈬（必着）
募集内容　　　
　① 本庄北地域・本庄南地域・児玉市街地３地域のデマン
ド交通の愛称

　②児玉山間地域デマンド交通の愛称
　③（仮称）本庄シャトル便の愛称
応募方法（どなたでも、何点でも応募できます。）　
　応募用紙に必要事項を記入のうえ、１～４の方法でご応
募ください。
※応募用紙は、下記の投票箱に備え付けのほか、中央公民館、
セルディ、図書館本館・児玉分館にあります。また、市ホー
ムページからもダウンロードできます。
１　直接提出（投票箱）
・市役所１階市民ホール
・総務課（総合支所仮庁舎）
２　郵送　　
　〒367－8501　
　本庄市本庄３－５－３　
　本庄市企画課調整係
３　FAX　㉑８４９９
４　電子メール　kikaku@city.honjo.lg.jp
発表及び活用　
・広報ほんじょう及び市ホームページで発表します。
・パンフレットや時刻表等で愛称を使用します。
・ 「デマンド交通①②」及び「（仮称）本庄シャトル便③」
の車体に使用します。
表彰　
　愛称が採用された人には、表彰状及び記念品を贈呈します。
★企画課☎㉕１１５７

みんな
応募してね！

⑶児玉市街地デマンド
　（普通乗用車）
　児玉市街地を運行します。
　本庄地域へは、路線バスを
ご利用ください。

⑵本庄南地域デマンド
　（普通乗用車）
　おおむね高崎線以南の本庄地
域を運行します。
※エリア外ですが、「本庄市役所」
と「湯かっこ」には運行します。

愛称募集
投票箱

特集　新しい市内交通サービスがスタート！①


